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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
検
察
官
適
格
審
査
会
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

検
察
官
適
格
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
は
、
刑
事
に
つ
い
て
、
公
訴
を
行
い
、
裁
判
所
に
法
の
正
当
な
適

用
を
請
求
す
る
な
ど
、
司
法
権
の
適
正
な
運
営
を
図
る
上
で
極
め
て
重
大
な
職
責
を
有
す
る
検
察
官
に
つ
い
て
、
心
身
の
故

障
、
職
務
上
の
非
能
率
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
そ
の
職
務
を
執
る
に
適
し
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
そ
の
議
決
を
法
務
大

臣
に
通
知
す
る
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
、
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
に
施
行
さ
れ
た
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
一
号
）
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
。

二
に
つ
い
て

審
査
会
は
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
、
弁
護
士
、
日
本
学
士
院
会
員
及
び
学
識
経
験
者
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
た
十
一
人
の
委

員
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
、
委
員
一
名
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
一
名
の
予
備
委
員
が
置
か
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

現
在
の
委
員
及
び
予
備
委
員
の
う
ち
各
一
名
は
、
検
察
官
で
あ
っ
た
者
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

一



国
会
議
員
を
除
く
委
員
が
審
査
会
の
会
議
に
出
席
し
た
と
き
に
は
、
委
員
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

委
員
の
う
ち
、
国
会
議
員
で
あ
る
委
員
及
び
予
備
委
員
は
、
衆
議
院
及
び
参
議
院
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
選
出
し
、

そ
れ
以
外
の
委
員
及
び
予
備
委
員
は
、
最
高
裁
判
所
判
事
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
会
長
、
日
本
学
士
院
会
員
及
び
司
法
制

度
に
関
し
学
識
経
験
を
有
す
る
者
に
つ
き
、
法
務
大
臣
が
こ
れ
を
任
命
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

検
察
官
が
審
査
会
の
議
決
を
経
て
、
罷
免
さ
れ
た
事
例
は
、
平
成
四
年
、
行
方
不
明
の
検
察
官
に
つ
い
て
罷
免
さ
れ
た
一

件
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

審
査
会
は
、
す
べ
て
の
検
察
官
に
つ
い
て
三
年
ご
と
に
定
時
審
査
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
各
検
察
官
に
つ
い
て
随
時
審
査

を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
役
割
を
十
分
に
果
た
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二


